
ン
タ
ー

※
正
面
玄
関
か
ら
お
入
り
く
だ

さ
い
。

●
平
成
28
年
８
月
31
日
納

期
限
の
税
目
／

 

▼

市
県
民
税

　（
普
通
徴
収
）・
第
２
期

 

▼

国
民
健
康
保
険
税

　（
普
通
徴
収
）・
第
２
期

 

▼

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

　（
普
通
徴
収
）・
第
２
期

※
口
座
振
替
も
納
期
限
と
同
日

で
す
の
で
、
前
日
ま
で
通
帳

の
残
高
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

●
問
合
せ
／
税
務
課

　（
田
沢
湖
庁
舎
）
☎
（
43
）１
１
１
７

夜
　
日
中
、
仕
事
な
ど
で
市
税
を
納
め
る
こ

と
が
で
き
な
い
方
の
た
め
に
、
夜
間
納
税

窓
口
を
開
設
し
ま
す
。

　
ま
た
、
諸
事
情
に
よ
り
市
税
を
納
め
る

こ
と
が
困
難
な
方
の
た
め
に
納
税
相
談
窓

口
も
併
せ
て
開
設
し
ま
す
の
で
、
お
気
軽

に
ご
来
庁
く
だ
さ
い
。

●
日
時
／

   

８
月

31
日
㈬   

17
時
15
分
～
19
時

※
開
設
時
間
に
都
合
が
つ
か
な
い
場
合
は
、
事

前
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

●
場
所
／
税
務
課
、
角
館
・
西
木
地
域
セ

間
納
税
窓
口
を

開
設
し
ま
す

各金融機関または市役所税務課、各地域センター

にご相談ください。

納税には口座振替が便利で安心です。

　
調
査
用
紙
が
送

付
さ
れ
た
皆
さ
ま
、

事
業
主
の
皆
さ
ま

に
は
、
ご
面
倒
を

お
か
け
し
ま
す
が
、

期
限
ま
で
に
ご
協

力
い
た
だ
き
ま
す

よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

●
問
合
せ
／
企
画
政
策
課
（
田
沢
湖
庁
舎
）

　
☎
（
43
）１
１
１
２

ア
　
女
性
が
職
業
を
持
つ
こ
と
の
意
識
や
育

児
、
介
護
、
昇
進
、
男
性
の
働
き
方
に
つ

い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
現
状
や
考
え
を
伺
う

た
め
、
無
作
為
抽
出
し
た
市
民
１
６
０
０

人
と
雇
用
保
険
を
完
備
し
て
い
る
市
内
事

業
者
を
対
象
に
、
仙
北
市
女
性
の
活
躍
推

進
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
皆
さ
ま
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
回
答
の
結
果

に
よ
っ
て
、
目
標
数
値
の
設
定
や
事
業
が

計
画
さ
れ
ま
す
。

ン
ケ
ー
ト
調
査
に

ご
協
力
く
だ
さ
い

粗
大
ご
み
の
出
し
方
に

つ
い
て
の
お
願
い

　
９
月
か
ら
11
月
に
か
け
て
、
各
地
域
・

グ
ル
ー
プ
ご
と
に
秋
の
粗
大
ご
み
の
収
集

が
始
ま
り
ま
す
。

　
引
っ
越
し
や
大
掃
除
等
に
伴
っ
て
、
集

積
所
へ
特
定
の
家
庭
か
ら
一
度
に
大
量
の

粗
大
ご
み
が
出
さ
れ
る
事
案
が
発
生
し
て

い
ま
す
。

　
ご
み
集
積
所
に
特
定
の
方
が
大
量
に
ご

み
を
出
す
と
、
そ
の
集
積
所
を
利
用
し
て

い
る
方
々
に
迷
惑
を
か
け
る
だ
け
で
な

く
、
収
集
日
当
日
に
回
収
に
回
れ
な
い

集
積
所
が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
り
ま

す
。
一
度
に
大
量
の
ご
み
を
処
分
す
る
場

合
は
、
ご
自
分
で
環
境
保
全
セ
ン
タ
ー
や

各
一
般
廃
棄
物
最
終
処
分
場
に
持
ち
込
む

か
、
市
の
一
般
廃
棄
物
収
集
運
搬
許
可
業

者
へ
依
頼
を
し
て
く
だ
さ
い
。

※
「
家
庭
ゴ
ミ
収
集
カ
レ
ン
ダ
ー
」
や
「
ご
み

の
出
し
方
便
利
帳
」
を
ご
確
認
の
う
え
、
適

切
な
ご
み
の
排
出
を
お
願
い
し
ま
す
。

※
商
店
や
事
業
所
な
ど
の
事
業
活
動
に
伴
っ
て

出
た
ご
み
は
、
量
の
多
さ
に
か
か
わ
ら
ず
集

積
所
へ
出
す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
自
ら
処

理
す
る
か
一
般
廃
棄
物
ま
た
は
産
業
廃
棄
物

の
収
集
運
搬
や
処
分
の
許
可
を
有
し
て
い
る

業
者
へ
依
頼
を
し
て
く
だ
さ
い
。

●
問
合
せ
／
環
境
保
全
セ
ン
タ
ー

　（
角
館
町
薗
田
）
☎
（
54
）３
３
０
５

●
事
業
の
目
的
／
家
庭
の
事
情
に
よ
り
養

護
を
必
要
と
す
る
高
齢
者
に
対
し
て
、

一
時
的
に
施
設
で
支
援
す
る
こ
と
に
よ

り
、
高
齢
者
と
そ
の
家
族
の
冬
期
間
の

生
活
の
安
定
を
図
り
ま
す
。

●
利
用
対
象
者
／
仙
北
市
に
居
住
す
る
65

歳
以
上
の
高
齢
者
で
、
養
護
を
必
要
と

し
自
力
で
共
同
生
活
が
で
き
る
方

●
利
用
定
員
／
１
人
部
屋
６
室
、
２
人
部

屋
１
室
の
計
８
人
の
利
用
が
可
能
で
す
。

●
利
用
期
間
／
11
月
～
翌
年
４
月
末
（
６

か
月
間
）

●
使
用
料
／
１
日
２
２
６
０
円（
食
費
含
む
）

冬
期
間
、
養
護
を
必
要
と
す
る
高
齢
者
を

一
時
的
に
支
援
し
ま
す

　
市
で
は
、
住
宅
を
新
築
ま
た
は
建
売
住

宅
を
取
得
さ
れ
る
移
住
・
定
住
・
子
育
て

世
帯
を
応
援
し
、
次
世
代
定
住
支
援
事
業

費
補
助
金
を
交
付
し
て
い
ま
す
。

　
こ
れ
ま
で
は
子
育
て
世
帯
を
対
象
と
し

て
い
ま
し
た
が
、
こ
の
た
び
、
子
育
て
世

帯
以
外
も
対
象
に
加
わ
り
ま
し
た
の
で
、

該
当
さ
れ
る
方
は
、
地
方
創
生
・
総
合
戦

略
室
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

●
対
象
者
／
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
方

 

▼

子
育
て
世
帯
ま
た
は
45
歳
以
下
の
夫
婦

で
定
住
世
帯
ま
た
は
移
住
世
帯
に
属
す

る
方

 

▼

平
成
28
年
４
月
１
日
以
降
に
新
築
ま
た

は
建
売
住
宅
を
取
得
予
定
ま
た
は
取
得

（
契
約
）
し
た
方

【
定
住
世
帯
】
市
内
に
住
所
を
有
し
、
対
象

者
や
そ
の
配
偶
者
名
義
の
住
宅
が
な
く

定
住
を
目
的
に
住
宅
を
取
得
す
る
世
帯

【
移
住
世
帯
】
世
帯
が
仙
北
市
外
に
連
続

5
年
以
上
住
所
を
有
し
、
定
住
を
目
的

に
平
成
28
年
４
月
１
日
以
降
に
仙
北
市

に
住
民
登
録
し
住
宅
を
取
得
す
る
世
帯

【
子
育
て
世
帯
】
申
請
年
度
に
お
い
て
18

歳
以
下
の
子
ど
も
や
高
等
学
校
等
に
在

学
す
る
子
ど
も
の
い
る
世
帯

●
問
合
せ
／
地
方
創
生
・
総
合
戦
略
室

　（
田
沢
湖
庁
舎
）
☎
（
43
）３
３
１
５

住
宅
取
得
費
用
の
一
部
を

補
助
し
ま
す

新
築
住
宅
を
取
得
予
定
・
取
得
済
み
の
方
へ

補助対象 補助の種類 補助金額等 補助限度額

新築や建売
住宅の取得

定住世帯 1世帯　40万円

移住世帯 1世帯　60万円

子育て加算
18歳以下の子どもや高等学
校等に在籍する子ども 1人
につき 10万円

1世帯　20万円

市内施工業者加算
市内施工業者が工事を施工
する場合10万円
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ゴミについてのお問い合せ 最終処分場の連絡先（燃やせないゴミ）

小動物の火葬について

廃家電の受け入れ先

鉄クズ・産業廃棄物取扱店

・角館一般廃棄物最終処分場
 （角館町下延明通り77）

・田沢湖一般廃棄物最終処分場
 （田沢湖生保内字八木沢台16-2）

・西木一般廃棄物最終処分場
 （西木町小山田字高野93-3）

☎５５－５４２２
☎４３－１５５０
☎４７－３０９３

☎０１２０－319640（角館町薗田古川37-3）

村上商店 ☎0187-５3－2845
菅原産業 ☎0187-５4－2458
村　　貴

仙北市 環境保全センター

☎0187-５6－3845
○各最終処分場の休業日は、土曜・日曜・祝日・振替休日と12月
　29日から1月3日となります。

○収骨を希望される場合は、当日に収骨可能か電話にてお問い
　合わせください。火葬の日時などの予約は出来ません。

○テレビ・エアコン・冷蔵庫冷凍庫・洗濯機・乾燥機は市で回収
　しません。引き渡しは、小売店か家電リサイクル券センターへ
　お問い合わせください。

○詳しいゴミの出し方や収集運搬許可業者については、市の　
　ホームページからも見ることが出来ます。
http://www.city.semboku.akita.jp/ 市民情報→ゴミ

燃やせるゴミ 燃やせないゴミ 資源ゴミ 粗大ゴミ

落ち葉等

台所ゴミ リサイクルできないガラスびん リサイクルできるガラスびん 空き缶

新聞紙・本類・ダンボール 発泡スチロール

ガラス・瀬戸物類 刃物・金属類

小型電化製品紙くず・紙おむつ等

ゴム・皮等

食べ残し・野菜くず・卵のから
茶がら・コーヒーから・食品の
包装類・ラップ類・トレイ類・
洗剤容器
・生ゴミは、水をよくきって
  下さい

落ち葉・花・庭の草

カバン・バック類・靴・ベルト
革製品・合成ゴム製品・長くつ
雨かっぱ等

衣類・ちり紙・紙クズ・たばこ
の吸い殻・紙おむつ等
紙おむつは、汚物を取り除い
てください。
【長さ30cm以内・厚さ13cm以内】

化
粧
水

劇
薬

農
薬

・燃やせないゴミ袋に入る
　ガラスびん。
・薬瓶（口に入れるもの以外）
・化粧品のびん・ほ乳びん
・コップ
・灰皿・皿ガラス・油びん

飲食物のびん
ジュース・ドリンク剤
一升びん・ビールびん・焼酎びん等

・束ねてひもで縛ってください。ジュース・焼酎・醤油、その他
飲料用ペットボトル。
・ペットボトルをつぶす際は、下
の図の様につぶしてください

【幅1.2m・厚さ0.8m
　　　　長さ1.8m以内の物】

小枝の束
【長さ30cm以内・太さ10cm以内】

茶碗・湯飲み・きゅうす等
鏡・板ガラス・耐熱ガラス
蛍光灯・電球
カミソリ・釘・針

家電リサイクル等対象品目以外の
小型家電製品

やかん・鍋・フライパン
包丁・ナイフ・はさみ
傘（金属部分のみ）

※キャップは外して下さい。

爆発の危険が
ありますので、
必ず使い切って
から、穴をあけ
て下さい。

＋

●新聞紙類
新聞紙・折り込み広告
コピー用紙など

●スプレー類

●本類
雑誌（背糊づけ）
週刊誌（ホチキス止め）
包装紙・封筒類など

●ダンボール類
ダンボール・菓子類の紙箱
ティッシュの紙箱
容器類の紙箱など

木製のタンス・机・いず・ベット
毛布・マットレス（スプリングの
はいっていないもの）・布団
障子・じゅうたん・ドア・ふすま等

木・枝等

スチール製の机・イス・ロッカー
自転車・スキー・スノーダンプ
トタン・ストーブ（灯油を抜く）

カレンダーに従い集積所に出してください。

収集日の午前８時まで

☎54－330５

玩具、家庭用家電品などの梱包
に使用された物など
・建材のスタイロフォーム等は産
業廃棄物扱いになりますので、市
では収集いたしません。

・ジュース・ビール等の飲料用の空き缶
・缶づめ・せんべい・のり・ミルク缶等
・異物の入った空き缶は入れないでく
　ださい。
・中身をすべて出し、軽くすすいでくだ
　さい。

単1～単5のアルカリ・マンガ
ン乾電池・ボタン電池
・出せない電池。
リチューム電池・リチュームイ
オン電池・ニッケル水素電池
(販売店にご相談ください)。

乾電池

ペットボトル

・資源ゴミ袋に入れるガ
  ラスびん
・飲み物や食べ物が入っ
  ていたびん
・ふたを外して、水ですす
  いでください。

利用時間  
午前8:30～
午後4:30まで

○環境保全センターの休業日は、土曜・日曜と12月29日から
　1月3日となります。
○年末年始の収集について変更がある場合は、「広報せんぼく」
　でお知らせします。
○利用料金　家庭系ごみ ５０ｋｇあたり １０８円 ・事業系ゴミ
　　　５０ｋｇあたり２１６円  ・小動物 １匹 ４,３２０円

もえるゴミ用
集落名
町内名 氏名

仙北市認定　第０１号

ゴミの分別と減量に
　　　　　ご協力ください

もえないゴミ用
集落名
町内名 氏名

仙北市認定　第０２号

ゴミの分別と減量に
ご協力ください

資源ゴミ用
集落名
町内名 氏名

仙北市認定　第０２号

ゴミの分別と減量に
ご協力ください

可 燃

可 燃

可 燃

可 燃

可 燃

可 燃

可 燃

発スチ
乾電池

可 燃

可 燃

缶

缶

び ん
不 燃

ペット
ボトル

本

ダン
ボール

新 聞

可 燃

可 燃

可 燃

可 燃

可 燃

可 燃 発スチ
乾電池

可 燃

可 燃

缶

缶

び ん
不 燃

ペット
ボトル

本

ダン
ボール

新 聞可 燃

可 燃

可 燃

可 燃

可 燃

可 燃

可 燃

可 燃

可 燃

缶

缶

び ん
不 燃

ペット
ボトル

本

ダン
ボール

新 聞可 燃

可 燃

可 燃

可 燃

可 燃

可 燃

可 燃

可 燃

可 燃

缶

缶

び ん
不 燃

ペット
ボトル

本

ダン
ボール

新 聞

可 燃

可 燃

可 燃

可 燃

可 燃

可 燃

可 燃

可 燃

缶

缶

び ん
不 燃

ペット
ボトル

本

ダン
ボール

新 聞 可 燃

可 燃

可 燃

可 燃

可 燃

可 燃

可 燃

可 燃

缶

缶 び ん
不 燃

ペット
ボトル

本

ダン
ボール

新 聞

可 燃

可 燃

可 燃

可 燃

可 燃

可 燃

可 燃

可 燃 可 燃

缶

缶 び ん
不 燃

ペット
ボトル

本

ダン
ボール

新 聞

可 燃

可 燃

可 燃

可 燃

可 燃

可 燃

可 燃

可 燃

缶

缶 び ん
不 燃

ペット
ボトル

本

ダン
ボール

新 聞

可 燃

可 燃

可 燃

可 燃

可 燃

可 燃

可 燃

可 燃

可 燃

缶

缶

び ん
不 燃

ペット
ボトル

本

ダン
ボール

新 聞可 燃

可 燃

可 燃

可 燃

可 燃

可 燃

可 燃

可 燃

可 燃

缶

缶

び ん
不 燃

ペット
ボトル

本

ダン
ボール

新 聞

可 燃

可 燃

可 燃

可 燃

可 燃

可 燃

可 燃

可 燃

缶

缶 び ん
不 燃

ペット
ボトル

本

ダン
ボール

新 聞

可 燃

可 燃可 燃

可 燃

可 燃

可 燃

可 燃

可 燃

可 燃

缶

缶 び ん
不 燃

ペット
ボトル

本

ダン
ボール

新 聞

角 館 地 域
第１・第３・第４
グループ

角 館 地 域
第１・第３・第４
グループ

市で回収するもの

粗大ゴミ収集日
第１グループ 第３グループ 第４グループ

◎ゴミの野焼きや基準に満たない焼却炉での焼却・ゴミの不法投棄は環境へ悪影響を及ぼすことから絶対にやめましょう。

細越町・谷地町・山根町・旭会・表町・裏町・川原町・下中町・七日町・小館・歩行町・小人町

東勝楽丁・横町東・栄丁・中町・西勝楽町・大横丁・下屋敷・女学校通り・田町・駅通り・あたりや通り・駅前・駅前南

竹原町・菅沢・下竹原町・緑ケ丘・外の山通り・小勝田・あさひが丘・外の山住宅・裁判所通り・東小学校通り

西長野・八割・下延

雲然(碇･田頭)

下川原・金山下・大中嶋

白岩・薗田・広久内

4月14日（木）・9月15日（木） 6月13日(月）
11月14日(月）

6月  9日(木）
11月10日(木）

◎ ゴミを出す際には、指定のゴミ袋に入れ、町内名・集落名と名前を記載してください。また、粗大ゴミにも必ず名前を記載してください。
◎ 事業所や商店から出たゴミは、集積所へ出すことは出来ません。直接持ち込むか、市が許可をしている収集運搬業者へ依頼してください。

※発スチは発泡スチロール

※発スチは発泡スチロール

家庭ゴミ収集カレンダー仙北市
平成28年度版（H28年４月１日～H29年3月31日まで）

●
利
用
施
設
／
社
会
福
祉
法
人
県
南
ふ
く

し
会 

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
清
流
苑
内

　（
西
木
町
桧
木
内
字
松
葉
２
３
２
）

●
利
用
の
申
請
／
利
用
を
希
望
さ
れ
る
方

は
、
申
請
書
等
を
９
月
15
日
㈭
ま
で
長

寿
支
援
課
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
申
請
書
等
は
長
寿
支
援
課
と
各
地
域
セ

ン
タ
ー
に
あ
り
ま
す
。

●
そ
の
他
／
日
常
生
活
に
支
援
が
必
要
な

方
は
事
前
に
長
寿
支
援
課
へ
、
ご
相
談

く
だ
さ
い
。

●
問
合
せ
／
長
寿
支
援
課
長
寿
い
き
が
い
係

　（
西
木
庁
舎
）
☎
（
43
）２
２
８
１

●
実
施
内
容
／
身
体
障
害
者
手
帳
の
診

断
・
補
聴
器
の
医
学
的
判
定
、
医
療
相
談

※
補
装
具
の
申
請
手
続
き
を
す
る
場
合
は
、
身

体
障
害
者
手
帳
、
印
鑑
、
個
人
番
号
カ
ー
ド

ま
た
は
通
知
カ
ー
ド
（
本
人
確
認
書
類
と
し

て
運
転
免
許
証
等
が
必
要
）
を
ご
持
参
く
だ

さ
い
。

●
問
合
せ
／
社
会
福
祉
課
障
が
い
福
祉
係

　（
西
木
庁
舎
）
☎
（
43
）２
２
８
８

９
●
日
時
／

９
月

７
日
㈬   

 

▼

受
付 

９
時
30
分
～
11
時
30
分

 

▼

診
察 

10
時
～
12
時

●
場
所
／
大
仙
市
大
曲
中
央
公
民
館

　（
大
仙
市
大
曲
日
の
出
町
２
丁
目
６-

50
）

月
の
巡
回
相
談（
聴
覚
）

を
実
施
し
ま
す

秋
田
県
福
祉
相
談
セ
ン
タ
ー

固
定
資
産
税
評
価
替
え
に
伴
う

「
現
地
調
査
」
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

　
平
成
30
年
度
固
定
資
産
税
評
価
替
え
に

伴
い
、
土
地
の
現
況
等
を
把
握
す
る
た
め
、

市
内
の
現
地
調
査
を
実
施
し
ま
す
。

●
調
査
の
内
容
／
街
路
状
況
の
把
握
に
伴

う
道
路
状
況
（
私
道
を
含
む
）
や
周
辺

状
況
の
現
地
調
査
、
土
地
の
利
用
状
況

の
把
握
に
伴
う
現
地
調
査

※
市
か
ら
委
託
を
受
け
た
調
査
員
が
調
査
記
録

作
成
の
た
め
、
写
真
撮
影
等
を
行
い
ま
す
。

●
調
査
委
託
会
社
／
ジ
ェ
イ
．
ビ
イ
．
ブ

ラ
イ
ア
ン
株
式
会
社
（
秋
田
市
）

※
調
査
員
は
、
仙
北
市
発
行
の
身
分
証
明
証
を

携
帯
し
て
い
ま
す
。

●
調
査
期
間
／
８
月
中
旬
～
平
成
29
年
3

月
下
旬

●
問
合
せ
／
税
務
課
固
定
資
産
税
係

　（
田
沢
湖
庁
舎
）
☎
（
43
）１
１
１
７

▼総務課　☎ 43-1111

▼田沢湖地域センター（サポートセンター）　☎ 43-1147

ホームページ　http://www.city.semboku.akita.jp/

ｆａｃｅｂｏｏｋ　https://www.facebook.com/sembokucity

▼角館地域センター（サポートセンター）　☎ 43-3309

▼西木地域センター（サポートセンター）　☎ 43-2200

▼桧木内出張所（サポートセンター）　 ☎ 48-2001

▼上桧木内出張所（サポートセンター）　☎ 49-2159

▼田沢出張所（サポートセンター）　☎ 43-1351

▼神代出張所（サポートセンター）　☎ 43-1352

市 information
役所からのお知らせ
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有
財
産
を

公
売
し
ま
す

　
次
の
物
件
に
つ
い
て
、
条
件
付
き
一
般

競
争
入
札
に
よ
る
公
売
を
行
い
ま
す
。

仙企第１号　車両
（自家用バス ：旧市民・路線バス） 市

●
公
売
物
件
／
日
野
リ
エ
ッ
セ
平
成
14
年
式

（
Ｋ
Ｋ-

Ｒ
Ｘ
４
Ｊ
Ｆ
Ｅ
Ａ
）
乗
合
バ
ス（
29
人
）

※
車
検
切
れ
、故
障
に
よ
る
修
繕
が
必
要
で
す
。

●
最
低
落
札
価
格
／
５
万
円
（
税
抜
き
）

※
入
札
保
証
金
・
契
約
保
証
金
免
除

●
物
件
公
開
日
時
／

　
８
月
16
日
㈫
～
29
日
㈪ 

９
時
～
16
時

（
土
日
を
除
く
）

●
物
件
公
開
場
所
／
仙
北
市
役
所
田
沢
湖

庁
舎
車
庫

※
公
開
場
所
に
担
当
者
は
お
り
ま
せ
ん
の
で
企

画
政
策
課
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

●
入
札
方
法
／
最
低
落
札
価
格
（
予
定
価

格
）
以
上
の
金
額
で
、
最
高
価
格
を
入

札
し
た
方
と
売
買
契
約
を
締
結
し
ま
す
。

防
災
出
前
講
座
を

実
施
し
て
い
ま
す

　
市
で
は
全
国
各
地
で
発
生
し
て
い
る
最

近
の
災
害
を
分
析
し
て
課
題
や
対
策
を
検

討
、
市
の
地
域
防
災
計
画
の
修
正
や
防
災

訓
練
の
実
施
内
容
に
役
立
て
て
い
ま
す
。

　
併
せ
て
市
民
の
方
の
防
災
意
識
の
啓
発

や
各
地
区
で
自
主
防
災
組
織
な
ど
が
実
施

す
る
防
災
訓
練
に
役
立
て
れ
ば
と
、
防
災

の
出
前
講
座
（
座
学
・
実
習
）
を
実
施
し

て
い
ま
す
。

　
希
望
さ
れ
る
方
は
、
総
合
防
災
課
に
お

申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

　
実
施
日
程
や
時
間
帯
は
、
平
日
に
か
か

わ
ら
ず
土
・
日
曜
日
や
夜
間
の
時
間
帯
で

も
個
別
調
整
に
応
じ
ま
す
。

●
問
合
せ
／
総
合
防
災
課
（
田
沢
湖
庁
舎
）

　
☎
（
43
）１
１
１
５

※
最
高
価
格
同
額
が
２
人
以
上
の
場
合
は
く
じ

引
き
で
決
定
。

●
入
札
参
加
資
格
／

 

▼

個
人
：
仙
北
市
に
住
民
基
本
台
帳
登
録

さ
れ
て
い
る
方

 

▼

法
人
：
仙
北
市
の
入
札
参
加
資
格
者
名

簿
に
登
録
を
有
す
る
法
人

●
入
札
申
込
み
／
８
月
16
日
㈫
か
ら
29

日
㈪
ま
で
企
画
政
策
課
に
必
要
書
類

を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。（
土
日
を
除

く
、
８
時
30
分
～
17
時
。
郵
送
不
可
）

※
入
札
に
必
要
な
書
類
等
は
、
企
画
政
策
課

に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

●
入
札
日
時
・
場
所
／
８
月
31
日
㈬ 

10
時

　
市
役
所
田
沢
湖
庁
舎
３
階 

第
１
会
議
室

屋
調
査
に

ご
協
力
く
だ
さ
い

　
新
（
増
）
築
し
た
建
物
に
つ
い
て
、
税

務
課
に
よ
る
「
家
屋
調
査
（
訪
問
調
査
）」

を
実
施
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
固
定
資
産

税
課
税
の
基
礎
と
な
る
課
税
標
準
額
算
定

の
た
め
に
実
施
す
る
も
の
で
す
。

　
平
成
28
年
１
月
２
日
以
降
に
建
物
を
新

（
増
）
築
さ
れ
た
方
や
、
平
成
28
年
１
月

１
日
以
前
に
建
設
し
た
建
物
で
ま
だ
調
査

を
受
け
て
い
な
い
家
屋
を
所
有
さ
れ
て
い

る
方
は
、
税
務
課
ま
で
ご
連
絡
を
お
願
い

し
ま
す
。

家

●
家
屋
調
査
時
に
必
要
な
も
の
／
間
取
り

図
（
建
築
確
認
申
請
に
添
付
し
た
平
面

図
な
ど
）

※
調
査
は
、
一
般
的
な
家
屋
の
場
合
で
１
時
間

程
度
で
す
。

●
建
物
を
取
り
壊
し
さ
れ
た
方
／
早
め
に

税
務
課
、
各
地
域
セ
ン
タ
ー
・
出
張
所

窓
口
へ
「
建
物
滅
失
届
」
を
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。

※
用
紙
等
は
各
窓
口
の
ほ
か
、
仙
北
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

●
未
調
査
家
屋
等
に
つ
い
て
／
建
物
に
貼

ら
れ
て
い
る
家
屋
調
査
済
証
の
シ
ー
ル

が
確
認
で
き
な
い
場
合
は
お
伺
い
し
て

事
情
を
お
聞
き
す
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。

そ
の
結
果
、
未
調

査
家
屋
の
場
合
は

改
め
て
調
査
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
す
。

●
家
屋
調
査
日
程
／
７
月
か
ら
11
月
の
期

間
中
、
土･

日･

祝
日
を
除
く
９
時
か
ら

16
時
の
時
間
で
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

※
受
付
期
間
は
あ
く
ま
で
目
安
で
す
。
前
記
以

外
の
期
間
で
ご
都
合
が
よ
ろ
し
い
日
時
が

あ
り
ま
し
た
ら
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

●
問
合
せ
／
税
務
課
固
定
資
産
税
係

　（
田
沢
湖
庁
舎
）
☎
（
43
）１
１
１
７

※
入
札
時
間
に
遅
れ
た
場
合
は
辞
退
し
た
も
の

と
み
な
し
ま
す
。

●
契
約
締
結
と
代
金
の
納
入
／
落
札
者

は
、
契
約
締
結
後
７
日
以
内
に
落
札
代

金
を
納
入
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

●
問
合
せ
／
企
画
政
策
課
企
画
政
策
係

　（
田
沢
湖
庁
舎
）
☎
（
43
）１
１
１
２

information市 役所からのお知らせ ▼角館地域センター（サポートセンター）　☎ 43-3309

▼西木地域センター（サポートセンター）　☎ 43-2200

▼総務課　☎ 43-1111

▼田沢湖地域センター（サポートセンター）　☎ 43-1147

国民年金は、年をとったときやいざとい

うときの生活を、現役世代みんなで支え

ようという考えで作られた仕組みです。

具体的には、若いときに公的年金に加入

し保険料を納め続けることで、年をとっ

たときや、病気やケガで障が

いが残ったとき、家族の働

き手が亡くなったとき

に、年金を受け取ること

ができる制度です。

将来の大きな支えになります
　国民年金は 20歳から 60歳までの人が加入し、保険

料を納める制度です。国が責任をもって運営するため、

安定していますし、年金の給付は生涯にわたって保障

されます。

老後のためだけのものではありません
　国民年金には、年をとったときの老齢年金のほか障

害年金や遺族年金もあります。障害年金は、病気や事

故で障がいが残ったときに受け取れます。また遺族年

金は、加入者が死亡した場合、その加入者により生計

を維持されていた遺族（「子のある配偶者」や「子」）が

受け取れます。

「学生納付特例制度」
　学生の方は一般的に所得が少ないため、ご本人の所得が一

定額以下の場合、国民年金保険料の納付が猶予される制度で

す。対象となる学生は、学校教育法に規定する大学（大学院）、

短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校や各種学校（修

業年限1年以上である課程）、一部の海外大学の日本分校に

在学する方です。

国民年金のポイント 「学生納付特例制度」とは

20歳になったら

国民年金

新成人の皆さんへ

問合せ

▲

仙北市市民生活課国保年金係 ☎43-3316

▲

大曲年金事務所 ☎0187-63-2296

年金相談にお越しの際は、年金手帳（基礎年金番号通知

書）、年金証書、振込通知書などの他、相談者本人であ

ることを確認できるものをご持参のうえ、予約時間まで

にお越しいただき総合相談窓口にお申し出ください。

※代理の方がご相談に来られる際には、委任状が必要となります。

※ご都合により来所できない場合は、事前にご連絡をお願いします。

　年金相談のご予約は、相談希望日１か月前からお

電話または年金相談窓口でお受けしています。

　ご予約を受け付ける際には、相談者や配偶者氏名、

基礎年金番号、電話番号、相談内容等について確認

させていただきます。

大曲年金事務所では、予約制による年金相談を実施しています。ぜひご利用ください。

平日 8:30 ～ 16:00
※予約状況により、ご希望の

日時を調整させていただく

場合がありますので、あら

かじめご了承願います。

予約申込方法

予約時間帯

予約申込電話番号

大曲年金事務所 ☎0187-63-2296
自動音声案内「9番」の後に「5番」を押してください。

※電話の受付時間は 8:30 から 17:00 までです（平日のみ）。

予約制による年金相談のご案内
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